
地域再生計画 

 

 

１ 地域再生計画の名称 

 環境に配慮した都市づくり計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

 埼玉県熊谷市、埼玉県比企郡滑川町 

 

３ 地域再生計画の区域 

 熊谷市の一部、滑川町の一部 

 

４ 地域再生計画の目標 

熊谷市及び滑川町においては、生活様式の都市化や生活水準の向上に伴い、

生活排水による農業用排水路、道路側溝及び河川等への汚濁が問題化しており、

その対策が必要不可欠である。 両市町ともに農村地帯が多く、当該地帯におけ

る水環境の悪化は特に農業用水として使用するにあたり懸念材料となっている。 

こうしたことから、熊谷市野原地区と滑川町土塩地区では農業集落排水事業

を実施し、地域の生活環境の改善及び公共水域の改善を進めている。野原地区

と土塩地区は隣接しており、処理施設及び管路施設の一部を共同施工で実施し

効率的な整備計画を行っている。整備計画と並行し、農業集落排水施設への加

入促進も行っている。 

また、滑川町では南部地域で実施している公共下水道事業が終了しつつあり、

今後は町の北部地域を中心に農業集落排水事業、その他の地域には合併処理浄

化槽というように地域の状況に合わせた整備を進めている。 

このように、両市町において汚水処理施設の整備が進展しつつあるところで

あるが、農業用排水路、道路側溝及び河川等の水質浄化を確実なものとするに

は、両市町が一層連携して汚水処理施設整備を促進することが必要である。こ

のため、本計画において汚水処理施設整備交付金を活用して農業集落排水施設

及び浄化槽の整備を進めるとともに、地域住民の環境意識を高める啓発活動や

環境美化活動等を推進し、快適な生活環境の確保や公共水域の水質改善、循環

型社会の形成など「環境に配慮した都市づくり」の実現を目指す。 

 

(目標１)汚水処理施設の整備の促進（平成25年度末） 

熊谷市野原地区汚水処理人口普及率を43％(21年度末)から80％に向上 

滑川町汚水処理人口普及率を80％(21年度末)から84％に向上 



(目標２)汚水処理施設整備による河川水質の改善（平成25年度末） 

一級河川和田川におけるBOD 値の環境基準値３以下を達成 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

５－１ 全体の概要 

熊谷市野原地区と隣接した滑川町土塩地区では、効率的に一元管理した農業

集落排水事業を実施し、地域の生活環境の改善及び公共水域の改善を進めてい

る。さらに、整備計画と並行して農業集落排水施設への加入促進も行っている

状況である。 

また、滑川町では町の南部地区に公共下水道事業、北部地区に農業集落排水

事業、その他の地域には合併処理浄化槽というように地域の状況にあった整備

を進めている。 

生活様式の変化に伴い、地域の住民活動より個々の活動へと意識が変化して

いる中、町内環境美化活動や谷津の里事業といった事業を通じて地域の連携や

環境意識の高まりを目指している。 

このことから、両市町で連携した集落排水事業を行うことにより、より広範

囲な環境意識の高まりを目指す事業を行いたい。また、合わせて合併浄化槽の

促進を図るための事業を行う。 

 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

（１）汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了している。な

お、整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面による。 

・農業集落排水施設（熊谷市野原地区、滑川町土塩地区） 

‥‥‥‥ 平成１９年４月に、事業採択の通知を受けている。 

 

[事業主体] 

・熊谷市、滑川町 

 

[施設の種類] 

・農業集落排水施設、浄化槽（個人設置型） 

 

[事業区域] 

・農業集落排水施設   熊谷市野原地区、滑川町土塩地区 

・浄化槽（個人設置型） 滑川町全域（ただし、公共下水道事業認可区域及び 

                  農業集落排水区域を除く） 



 [事業期間] 

・農業集落排水施設   平成２３年度～平成２４年度 

・浄化槽（個人設置型） 平成２３年度～平成２５年度 

  

[事業費] 

・農業集落排水施設   事業費 659,680 千円（うち、交付金 329,840 千円） 

・浄化槽（個人設置型） 事業費  12,150 千円（うち、交付金   4,050 千円） 

 合 計        事業費 671,830 千円（うち、交付金 333,890 千円） 

 

[整備量] 

・農業集落排水施設 

管きょ φ150～φ200 ２，０５０ｍ 

処理場 １箇所 

・浄化槽（個人設置型） ６３基 

 

なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 

・農業集落排水施設   熊谷市野原地区 ８５０人、滑川町土塩地区 ４６０人 

・浄化槽（個人設置型） 滑川町全域（ただし、公共下水道事業認可区域及び 

            農業集落排水区域を除く） ４０５人 

 

５－３ その他の事業 

 「環境に配慮した都市づくり」を達成するため以下の取り組みを行う。 

 

○農業集落排水施設への加入促進（熊谷市・滑川町） 

 供用開始地区での未接続世帯への接続指導の実施や接続工事に対する融資

資金あっせん制度の周知等を図り汚水処理人口の増加を図る。 

○農業集落排水施設清掃美化活動（熊谷市・滑川町） 

 農業集落排水施設及びその周辺の清掃を農業集落排水施設利用者が行なう

ことにより、市町が異なる地域間での交流や、環境に対する意識の向上を図

る。 

○公共下水道（滑川町） 

 主に市街化区域及びその周辺を対象とした汚水処理施設整備事業であり、生

活環境及び自然環境の向上や水質改善を図る。 

○町内環境美化運動（滑川町） 

 生活環境保全のため、住民参加による清掃活動を年２回（６月・１２月）行

っている。地域住民の協力により環境維持活動を実践する。 



○谷津の里事業（滑川町） 

 町内には、かんがい用水用に約２００個のため池が点在している。地域の貴

重な水源であり貴重な資源を有効利用するため、地域住民参加によるため池

周辺の山林の下草刈りや遊休農地を解消し、整備・維持管理することにより

水の浄化、緑の保全・活用、人と自然の調和を目指している。また、ため池

の保全活動を学習するため、地域の小学校と連携した体験授業を行う。 

 

６ 計画期間 

 平成２３年度～平成２５年度 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

４に示す地域再生計画の目標については、計画終了後に滑川町が開催する熊

谷市及び滑川町の関係部署の担当者からなる合同会議を開催し、必要な調査を

実施し状況を把握・検証し評価をする。また、必要に応じて計画の見直しを行

なう。 

 

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

該当無し 
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